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 新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けた

事業者に対し、事業の継続を支えるために支給される

給付金です。以下の①～③を主な要件として支給され

ます。 

① 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月

の売上が前年同月比で５０％以上減少している事業

者。 

② 2019年以前から事業による事業収益（売上）を

得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。 

③ 法人の場合は、資本金の額又は出資の総額が10億

円未満、又は常時使用する従業員の数が2000人以

下である事業者。 

中小法人等へは200万円、個人事業者等は100万

円が上限であり、今のところ、申請期間は、令和３年１

月１５日までとされています。 

 

                             

 5 月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直

面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃（賃

料）の負担を軽減する給付金です。 

主に中小企業、個人事業者を対象に、令和2年5月から

12月の売上が、いずれか1か月で前年同月比５０％以上、

又は連続する3か月の合計で前年同期比３０％以上マイナ

スとなった場合に給付されます。 

法人の場合には、最大 600 万円、個人事業者には最大

300万円が一括で支給されます。細かい算定方法などの詳

細については、経済産業省のHP等をご確認ください。 

申請の期限は、令和３年１月15日までとなっています。 

 

 

持続化給付金（法人・事業主向け） 

家賃支援給付金（法人・事業者向け） 

まだ間に合う、新型コロナ関連の給付金・補助金等 

弁護士法人美咲総合法律税務事務所では、法務・税務

関連のニュースや弊事務所の近況などを、ニュースレタ

ーとして不定期にお送りさせていただいております。 

さて、２８回目の今回は、新型コロナウイルスに関連

する給付金・補助金で、まだ申請や申し込みが可能なも

ののうち、幾つかをピックアップしてご紹介致します。   

雇用調整助成金（法人・事業主向け） 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

を支援するため、企業・事業主が労働者へ支払う休業

手当の一部を負担する助成金です。 

休業等を実施した場合に使用者が支払った休業手

当等の内、大企業は最大４分の３、中小企業は最大全

額助成（1人日額の上限は、現在１万5000円）。 

 

 令和２年４月１日から令和２年９月３０日までの休業

が対象とされています。 

 雇用調整助成金については、特例措置により、助成率

及び上限額が引き上げられたことに加え、対象期間の延

長や、手続きの簡素化など、事業者にとってより利用し

やすい制度となっています。 

 令和２年６月３０日以前の休業は、申請期限が令和２

年９月３０日となっていますのでご注意ください。 

 詳細は、厚生労働省のHP等をご確認ください。 



新型コロナウイルスの影響により、経済活動が甚大な影響を受ける中、新しい生活

様式とともに社会経済活動が再開されています。政府の経済対策などのうち、国民一

人当たり一律１０万円を支給する特月定額給付金など、既に受付を終了したものもあ

りますが、申請が間に合う給付金・補助金等の制度はまだ多数存在します。 

新型コロナウイルス対策等の影響により、経済的にダメージを受けていらっしゃる

企業や、個人事業主の方々は、利用できる制度がないか、是非、再度確認していただ

ければ幸いです。(弁護士 江幡 賢) 

※令和2年9月現在の情報となっておりますので、最新の情報をご確認ください。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失した方、もし

くは喪失するおそれのある方に国や自治体が家賃相当額

を支給し、住居と就労機会の確保に向けた支援を行うもの

です。 

平成２７年から始まった制度ですが、新型コロナウイル

ス感染症の影響で住宅を喪失した方等も利用できるよう

です。 

支給額の上限は、単身世帯の場合は３万2000円、2人

世帯の場合は３万8000円となっています。 

原則として3か月間、最長9か月間支給されます。 

 新潟市内の方は、新潟市役所の生活困窮者自立支援制度

担当課が申請窓口となっています。詳細は新潟市のHP等

をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を行いつ

つ、販路の回復・開拓、生産・販売方式の確立・転換などの

経営継続に向けた農林漁業者の取組を支援するために支給

される補助金です。 

例えば、作業員間の接触を減らすための省力化機械等の

導入や、作業員間の距離を広げるための作業場等のレイア

ウト変更等の費用、人と人との接触機会を減らすネット販

売等を開始するために経費などを支出した場合に利用が可

能です。 

対象者は、常時従業員が20人以下の農林漁業者であり、

単独申請だと150万円、グループ申請だと1500万円が

上限となります。 

一時受付は令和２年７月29日に締め切られていますが、

令和2年9月中旬を目途に二次受付が開始される予定にな

っています。 

詳細な条件は、農林水産省のHP等をご確認ください。 
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お問い合わせ TEL：025-288-0170 FAX：025-288-0172 

〒950-0954  新潟市中央区美咲町１丁目７番５５号  

※7月より事務所が移転し住所が変更になりました 

URL：http://www.miyamoto-lawtax.com/ 営業時間：平日9:30～18:00 ※土日祝日応相談 

 

住居確保給付金（個人向け） 

休業支援金・給付金（中小企業労働者向け）    

 

新型コロナウイルス感染症や、その防止措置の影響によ

って休業させられた中小企業の労働者のうち、休業手当を

受けることができなかった者に対して支給される給付金

です。 

 休業前の平均賃金の８０％（一人日額の上限は、１万

1000円）が、休業した日数分支給されます。 

 令和２年４月１日から令和２年９月３０日までの間に

休業した中小企業の労働者が対象になります。 

 令和２年４月から６月の休業については、申請期限が令

和２年９月３０日となっており、７月の休業については１

０月３１日、８月の休業については１１月３０日、９月の

休業は１２月３１日が申請期限となっています。 

詳細は厚生労働省のHP等をご確認ください。 

 

 

 

  

 

 

経営継続補助金（農林漁業者向け） 

小学校休業等対応助成金（法人・事業主向け） 

新型コロナウイルス感染拡大防止策として小学校等が

休業した場合等に、その小学校に通う子の保護者である労

働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、年次有給休

暇以外に有給の休暇を取得させた企業に対する助成金で

す。 

 助成金の支給額上限は、一日あたり１万5000円です。 

 令和2年2月27日から9月30日までの間に、子ど

もの世話を行うことが必要となった保護者である労働者

に対し、有給休暇を取得させた事業主が助成金の対象とな

ります。 

 申請期限は、令和２年１２月28日までとなっています。 

詳細な条件については、厚生労働省のHP等をご覧くだ

さい。 

 

http://www.miyamoto-lawtax.com/

